
委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 本委員会に付託の議案を審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則

第１０７条の規定により報告します。 

 
   令和３年６月３０日 
 

 三木市議会議長 大 西 秀 樹 様 

 
                総務文教常任副委員長 岸 本 和 也 
 
                記 
 

１ 議案及び審査結果 

議 案 番 号 付 託 事 件 名 審査結果 

第４８号議案 
令和３年度三木市一般会計補正予算（第４号）

中、関係部分 
原 案 可 決 

 

２ 審査経過 

本日、本委員会を開催し、議案を審査した結果、全員一致をもって原案の

とおり可決された。 

なお、審査の過程において委員から、令和２年１２月に三木市立学校にお

いて発生した事案にかかる原因等の詳細な調査をする事故調査委員会を設置

するための費用を急きょ追加補正されますが、厳正に運営され、慎重な審査

となるよう努められるとともに、今後、このような案件は発生時に遅滞なく

議会に報告されたい等の意見、要望があった。 

 


